
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-
1_00011.html

※ 電子申請システムによる提出の場合、申請画面に直接入力する様式がありますので、
まずは電子申請画面をご覧ください。

共通事項８－１ 計画届の提出期間

訓練開始日の６か月前から１か月前までの間（厳守）
※ 定額制訓練の取扱いは、次の表のとおりです。

※ 新たに雇い入れた被保険者のみを対象とした教育訓練等であって雇い入れ日から契約期間の初日までが１か
月以内である教育訓練及び天災等のやむを得ない理由がある場合（その理由を記した書面を添えること）、
訓練開始日の前日までとなります。

※ 提出期限が土・日や休日の場合、翌開庁日が提出期限となります。

申請様式
ダウンロード

事業所の所在地を管轄する労働局

※ 労働局の窓口及び連絡先は、このパンフレットの最後のページに掲載しています。
※ 都道府県によっては、ハローワークでも受け付けている場合もあります。
※ 定額制訓練の場合、法人単位で定額制サービスを契約し、一の定額制サービスにより複数の適用事業所の被保険

者が当該定額制サービスによる教育訓練を受講する場合は、原則、契約した定額制サービスを利用する適用事業
所のうち主たる適用事業所が、他の適用事業所に係る書類も含めて管轄労働局長に提出してください。
なお、「主たる適用事業所」とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいいます。

① 窓口への直接提出

②
郵送による提出
※ 提出書類が労働局に到達した日が提出日となります。消印有効ではありませんので、ご注意ください。
※ 郵送事故防止のため、簡易書留など必ず配達記録が残る方法で郵送してください。

③

電子申請システム（雇用関係助成金ポータル）による提出

※ 電子申請は、申請画面から申請様式への直接入力や申請様式のダウンロードを行うことができます。
※ 電子申請を利用するためには「GビズID」の申請・取得が必要です。

雇用関係助成金ポータルURL：https://www.esop.mhlw.go.jp/

提出先

提出期間

提出方法

※ 計画届の提出を電子申請システムにより行っていない場合は、当該計画届に係る変更届の手続き及び支給申
請の手続きを電子申請システムにより行うことはできません。

原
則

定額制サービスの契約期間の初日の６か月前から１か月前までの間

例
外

定額制訓練の場合、原則の提出期限までに計画届を提出することができなかった場合でも、計画届を提出できる場合
があります。その場合は、計画届を提出した日の１か月後を契約期間の初日とみなし、この年月日を「職業訓練実施
計画届」（様式第１－１号）の「訓練の実施期間」の初日に記載します。この場合は、訓練の実施期間分のみの訓練
経費を部分的に助成します。

定額制訓練の取扱い

３/１ ４/１

提出期限
契約期間の初日

＝訓練の実施期間
の初日

提出期間
９/30

契約期間の最終日
＝訓練の実施期間

の最終日

３/１ ５/１４/１ ６/１

提出期限
計画届の
提出日

契約期間の初日

みなし
契約期間の初日
＝訓練の実施期
間の初日

提出期間
９/30

契約期間の最終日
＝訓練の実施期間

の最終日

１か月後 助成対象
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９/１

計画届の
作成単位

原則として、訓練ごとに計画届を作成してください。
ただし、日時が異なる場合は、日時が同じ訓練ごとに計画届を作成してください。
定額制サービスの場合、定額制サービスの契約ごとに計画届を作成してください。なお、
複数の雇用保険適用事業所を設置する事業主の場合は、原則として、事業所ごとに作成
します。
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デ：高度デジタル人材訓練
成：成長分野等人材訓練
情：情報技術分野認定実習併用職業訓練
定：定額制訓練
自：自発的職業能力開発訓練

（２）訓練メニューごとに必要な書類 デ 成 情 定 自

①
【海外の大学院の場合】

個人訓練計画及び要件確認書（様式第18号）
－ ▲ － － ▲ □

②
OJTのカリキュラム
※ 実施計画認定申請（※能開法第26条の３第１項）で添付した教育訓練カリキュラムを

ご提出ください。

－ － ● － － □

③
【主たる適用事業所が他の適用事業所に係る書類も含め管轄労働局長に提出する主たる場合】

定額制サービスによる訓練に関する事業所確認票（様式第14－１号）
－ － － ▲ － □

④ 自発的職業能力開発経費負担制度を定めていることを確認するための書類
※ 同制度が定められた労働協約、就業規則（写）を提出してください。

－ － － － ● □

（１）共通して必要となる書類 デ 成 情 定 自

① 職業訓練実施計画届（様式第１－１号）

※ 申請者が代理人の場合は委任状（原本）が必要となります。
● ● ● ● ● □

②
対象労働者一覧（様式第３－１号） ● ● ● － ▲ □

定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧（様式第３－２号） － － － ● ▲ □

③ 事前確認書（様式第11号） ● ● ● ● ● □

④

訓練カリキュラム、受講案内等
❶通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、訓練等の実施目的、実施日時、訓練日ご

との実施内容・実施場所（事業内訓練の場合、講師名を含む）、実訓練時間数、受

講料（料金体系）が分かるもの。

❷eラーニングの場合、訓練等の実施目的、実施内容、契約期間（訓練受講可能期

間）、標準学習時間又は標準学習期間、LMS等により訓練等の進捗管理を行える機

能を有していること、受講料（料金体系）が分かるもの。

❸通信制の場合、訓練等の実施目的、実施内容、契約期間（訓練受講可能期間）、標

準学習時間又は標準学習期間、設問回答・添削指導・質疑応答等が可能である訓練

であること、受講料（料金体系）が分かるもの。

❹ 定額制サービスの場合、訓練等の実施目的、実施内容、契約期間、講座の一覧、

講座ごとの標準学習時間又は標準学習期間、LMS等により訓練等の進捗管理を行え

る機能を有していること（e ラーニングで実施されるサービスに限る。また、生産

性向上人材育成支援センターが実施する定額制サービスによる教育訓練の場合は不

要とする。）、受講料（料金体系）が分かるもの。

● ● ● ● ● □

●：提出が必須 ▲：該当する場合、提出が必須 ー：提出が不要

共通事項８－２ 計画届時に必要な書類

申請する訓練に該当する書類をご提出ください。

※これらの書類のほかに、労働局長が書類の提出を求める場合があります。

添付書類は、原本から転記および別途作成したものではなく、実際に事業場ごとに調製し記入しているもの、
または原本を複写機を用いて複写したものを提出してください。原本から加工・転記したものや別途作成され
た書類と確認された場合はその書類は無効となります。

（３－１）事業内訓練を行う場合に必要な書類 デ 成 情 定 自

① OFF-JT講師要件確認書（様式第10号）

※ 申請事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合は、不要です。
▲ － － － － □

（３－２）事業外訓練を行う場合に必要な書類 デ 成 情 定 自

①
訓練に係る教育訓練機関との契約書、又は受講案内及び申込書の写し等

※ 教育訓練機関の名称、所在地、連絡先、契約内容、契約期間（訓練受講可能期間）、受講

料（料金体系）が分かるもの

▲ ● ▲ ● ● □

②

【教育訓練機関等から訓練費用の負担軽減に係る説明資料等（受講案内を除く）を提供された
場合】

教育訓練機関又は教育訓練機関に関連する者から訓練費用の負担軽減に係る
説明資料等

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ □



共通事項９ 訓練計画の変更の届出時に必要な提出書類
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既に届け出ている「職業訓練実施計画届」（様式第１－１号）について、変更が生じる場合には、定めら

れた期限までに、変更届を提出してください。
※ 定められた期限までに変更届を提出せずに、変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象

とはなりませんので、ご留意ください。

※ 大臣認定を受けた雇用型訓練の計画を変更する場合、大臣認定の変更手続きが別途必要となる場合があります。詳

しくは管轄の労働局・ハローワークへお問い合わせください。

例：4月5日に計画していた訓練を4月10日に変更する場合 ⇒ 4月4日までが期限

4月5日に計画していた訓練を4月3日に変更する場合 ⇒ 4月2日までが期限

■ 事前に届出が必要な変更事由

❶ 訓練の実施方法

❷

＜通学制・同時双方向型の通信訓練の場合＞

実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所（事業内訓練の場合、講師名を含む）、実訓練時間数

※ 同じ訓練日内で、訓練を実施する時間帯・実施場所を変更せずに、実施する科目の順番を入れ替え

る場合は、変更届の提出は不要。

❸
＜eラーニング・通信制の場合＞

実施内容、契約期間（訓練受講可能期間）、標準学習時間又は標準学習期間

❹ ＜定額制サービスの場合＞ 契約期間の初日（最終日）

❺ ＜情報技術分野認定実習併用職業訓練の場合＞ OJTカリキュラムの内容

①対象労働者を追加する場合（定額制サービスによる訓練では減らす場合も含む）

②「事前に届出が必要な変更事由」により変更が生じる場合

③対象労働者の病気 ･けが、天災等のやむを得ない理由により変更が生じた場合

提出期限 訓練開始日の前日まで

※定額制サービスの場合は、当該変更契約に係る適用日の前日まで

当初計画（変更前の計画）していた訓練実施日または変更後の訓練実施日の

いずれか早い方の日の前日まで

変更後の訓練実施日の翌日から７日以内
提出期限

※ 対象労働者や申請事業主の責めに帰すものは該当しません。

• 上記①～③以外の変更は、支給申請時までに提出が必要ですが、ご自身で判断せず労働局にご相談ください。

• OFF-JTに係る実施日時および実施場所については、訓練の性質上、複数回にわたって変更となる場合や事

業主または受講者の選択により任意に決定される場合（空き状況をみて予約を取って受講するもの等）には、

計画提出時に労働局長にその旨を申し出た上で、支給申請書の提出までに変更届を提出することで、都度変

更届の提出を不要とします。詳しくは労働局にご相談ください。

• 電子申請においては、計画届が受付されていない場合、変更届の提出ができません。計画届が受付される前

に、事前に届出が必要な変更事由が生じた場合は、変更届の提出期限までに、管轄労働局長に申し出る必要

があります。

※ 訓練開始日を１か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること。また、訓練
開始日を前倒しとする変更を行う場合は、当初計画届の提出日が、変更後の訓練開始日の１か月前までとなる必要があること。

提出期限

変更届の提出に必要な書類

① 職業訓練実施計画変更届（様式第２－１号） □

② 変更内容がわかる関連書類（各種様式・添付書類） □

③ 【天災等やむを得ない理由が生じている場合】やむを得ない理由を記した書類 □


